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海
上
自
衛
隊
の
流
出
資
料
に
関
す
る
質
問
主
意
書

今
年
二
月
、
海
上
自
衛
隊
佐
世
保
地
方
総
監
部
に
所
属
す
る
自
衛
隊
員
の
私
物
パ
ソ
コ
ン
か
ら
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト

「
ウ
ィ
ニ
ー
」
を
通
じ
て
、
自
衛
隊
法
上
の
「
秘
」
（
機
密
、
極
秘
の
次
に
重
要
）
扱
い
に
該
当
す
る
フ
ァ
イ
ル
、
資
料
が
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
流
出
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
の
後
、
陸
上
自
衛
隊
、
航
空
自
衛
隊
か
ら
も
、
同
様
に
「
ウ
ィ
ニ
ー
」

を
通
じ
て
資
料
が
流
出
す
る
な
ど
し
た
結
果
、
防
衛
庁
で
は
「
保
存
デ
ー
タ
の
独
自
の
暗
号
化
」
「
公
用
パ
ソ
コ
ン
約
五
万
六

〇
〇
〇
台
を
購
入
」
な
ど
を
骨
子
と
す
る
最
終
報
告
案
を
ま
と
め
、
再
発
防
止
を
徹
底
す
る
旨
を
表
明
し
て
い
る
。

流
出
し
た
と
さ
れ
る
文
書
の
中
に
は
、
佐
世
保
地
方
総
監
部
が
作
成
し
た
「
�
�
Ｇ
実
演
総
監
報
告
資
料
」
（
以
下＝

「
�

�
Ｇ
文
書
」
）
と
い
う
文
書
フ
ァ
イ
ル
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
に
海
上
自
衛
隊
が
米
軍
と
共
同
で
行
っ

た
実
働
演
習
の
詳
細
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
文
書
で
は
、
朝
鮮
半
島
全
域
を
緑
軍
（
米
国
軍
）
の
「
作
戦
区
域
」
と
設
定
し

た
上
で
、
周
辺
事
態
お
よ
び
日
本
有
事
（
防
衛
出
動
に
該
当
）
に
お
け
る
自
衛
隊
の
諸
活
動
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
り
具
体

的
に
は
、
日
米
共
同
に
よ
る
船
舶
検
査
活
動
、
「
作
戦
輸
送
」
と
い
う
名
前
の
後
方
地
域
支
援
活
動
、
あ
る
い
は
日
本
に
展
開

す
る
米
艦
隊
（
空
母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
含
む
）
の
護
衛
と
い
っ
た
作
戦
演
習
が
事
細
か
に
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
大
規
模

な
演
習
が
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
行
わ
れ
た
事
実
が
こ
の
「
作
戦
計
画
書
」
か
ら
窺
え
る
。

一



そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
関
連
し
て
、
以
下
の
通
り
質
問
す
る
。

一

「
�
�
Ｇ
文
書
」
は
、
い
ず
れ
も
海
上
自
衛
隊
佐
世
保
地
方
総
監
部
か
ら
流
出
し
た
も
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
「
秘
」
文
書

に
相
違
な
い
か
。

二

「
�
�
Ｇ
文
書
」
で
は
、
「
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
」
の
前
段
階
に
お
い
て
「
周
辺
事
態
に
お
け
る
安
全
確

保
・
警
戒
」
と
い
う
目
的
で
、
朝
鮮
半
島
内
で
軍
事
行
動
を
遂
行
す
る
米
軍
を
支
援
す
る
形
で
自
衛
隊
が
諸
々
の
作
戦
行
動

を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
演
習
が
行
わ
れ
た
事
実
は
あ
る
か
。
そ
の
事
実
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
政
府
は
事
前
に
そ

の
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
政
府
の
方
針
に
基
づ
い
た
も
の
か
。

三

右
記
の
よ
う
な
軍
事
行
動
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場
合
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
な
る
か
ど
う
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。

四

こ
の
時
の
演
習
で
、
自
衛
隊
・
米
軍
は
共
同
で
「
船
舶
検
査
活
動
」
に
つ
い
て
の
演
習
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
国
際

法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
臨
検
」
と
同
じ
行
為
に
な
る
と
認
識
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
自
衛
隊
が
こ
の
よ
う
に
米
軍
と
協
力
し

て
軍
事
演
習
を
行
っ
て
い
る
事
実
に
つ
い
て
、
政
府
は
承
知
し
て
い
る
の
か
。

五

右
記
の
よ
う
な
軍
事
行
動
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場
合
、
憲
法
第
九
条
第
二
項
に
抵
触
し
な
い
の
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

二



た
い
。

六

「
�
�
Ｇ
文
書
」
に
は
、
〈
緑
海
軍
部
隊
と
の
関
係
〉
と
題
さ
れ
た
項
目
に
下
記
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。
以
下
、
引
用

す
る
。
「
緑
海
軍
と
共
同
す
る
場
合
の
作
戦
調
整
は
、
海
上
作
戦
部
隊
の
各
部
隊
の
指
揮
官
と
対
応
す
る
緑
海
軍
の
各
部
隊

指
揮
官
と
の
間
及
び
作
戦
現
場
の
部
隊
間
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
実
施
さ
れ
る
」
。
こ
こ
で
い
う
と
こ
ろ
の
緑
海
軍
は
米
海
軍

で
あ
り
、
米
軍
と
自
衛
隊
と
の
協
力
関
係
を
規
定
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
が
か
。
ま
た
、
こ
の
時
に
行
わ
れ
た

作
戦
演
習
の
内
容
を
吟
味
す
る
か
ぎ
り
、
自
衛
隊
が
米
軍
（
第
七
艦
隊
）
の
指
揮
下
で
一
部
の
作
戦
行
動
を
行
う
と
思
わ
れ

る
が
い
か
が
か
。

七

右
記
の
よ
う
な
軍
事
行
動
が
実
際
に
行
わ
れ
た
場
合
に
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
な
る
か
ど
う
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ

た
い
。
そ
う
で
な
い
場
合
、
外
国
軍
隊
と
の
共
同
行
動
に
お
い
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
み
な
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う

な
場
合
か
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


